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中国の地理的表示商標における普通名称の判断基準 

―司法解釈における「関連市場」の解釈を中心に― 
 

中野竜太朗 1 
 
要旨 

地理的表示は地域と結びついた特徴を持つ産品の名称を保護する制度である．現在世界

100 以上の国で関連の制度が制定されており，中国も例外ではない．普通名称化とは，あ

る特定の名称が多くの人に幅広く使用されることにより，自他識別能力を失ってしまい，

知的財産として保護できなくなることである．地理的表示は「地名＋普通名称」からなる

ものが多く，商標の基準で判断すれば容易に普通名称化判断がなされる．そのため，世界

各国では地理的表示独特の普通名称化規則が規定されている．しかし，中国においては地

理的表示独特の規定がない．特に商標制度による地理的表示の保護に関しては，商標と同

様の規則に基づき普通名称判断がなされている．本稿では中国における地理的表示商標の

普通名称化を判断の基準となる司法解釈や最高人民法院の公表する裁判例から，地理的表

示商標の普通名称化基準のひとつである「関連市場」の解釈を探るものである． 

本稿の結論は以下のとおりである．「関連市場」は，司法解釈には具体的解釈がない．

最高人民法院の公表する裁判例では，当該商品の生産市場および販売市場だと解されてい

る．2017 年の稲花香事件までは生産市場を関連市場とした判断があったが，本事件では販

売市場まで考慮されることになった．これにより，商標制度による地理的表示の普通名称

化判断はなされにくくなるものと考えられる． 

 
 
キーワード：地理的表示 普通名称 商標  
 

 
Ⅰ．はじめに 

 
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（以下「TRIPS 協定」とする）第 22 条によれ

ば，地理的表示は「ある商品に関し,その確立

した品質,社会的評価その他の特性が当該商

品の地理的原産地に主として帰せられる場合

において,当該商品が加盟国の領域又はその

領域内の地域若しくは地方を原産地とするも

のであることを特定する表示」である．つま

り，地理的表示とは商品の特性が当該地域の

地理的，人文的特徴に基づくものである場合

の商品の名称の事であり，地理的表示制度と

は当該名称を保護する制度の事を指す．保護

の方法は多様であり，特別な（sui generis）制

度を設ける国や，既存の商標法や不正競争防

止法で保護を行う国がある． 
日本では 2014 年に特定農林水産物等の名

称の保護に関する法律（以下，「地理的表示

法」とする）が制定され，翌年から運用が開

始された．2021 年末の現在において，既に 100
以上の産品が登録されている 2．また，政府

は「強い農業」や地域ブランド育成及び活用
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といった観点から本制度の活用に力を入れて

おり，『農林水産知的財産戦略 2025』におい

ては令和11年までに200件の登録を目指すと

いう数的目標まで掲げられている 3． 
日本の地域ブランドは国内のみならず，海

外における需要の増加に伴い，海外市場を主

なターゲットとして多様な展開が進んでいる

が，主なターゲットに中国が含まれているこ

とは間違いないだろう．「爆買い」に代表さ

れる，その購買意欲の高さと中間層の圧倒的

多さを誇る中国は日本のブランド農林水産品

の輸出先として魅力的である．実際，

COVID-19 による感染爆発前の訪日観光客の

量は2位の韓国を400万人上回る959万人 4に

達しており，中国にある日本食レストランの

多さなどからも日本食に対する興味や関心の

高さがうかがえる． 
だが同時に，種苗法登録品種や和牛遺伝子

の流出問題が発生する等，中国において日本

の知的財産をどう保護していくかという問題

は，世界的な地域ブランドを作ろうとする日

本の生産者を悩まし続けている．そして，こ

の問題は地理的表示保護制度においても同様

に当てはまる． 
最も懸念されている問題は，日本の地理的

表示産品の中国における普通名称化である．

中国では日本の著名な地名を使った日本風の

商品が少なからず市場に並んでいる．もし，

そういった商品が人気を博するようになれば，

その名称は，中国において地理的表示として

も，普通の商標としても登録できなくなる． 
このように日本の地名を含む商品が中国で

普通名称化することを阻止するための一番効

果的な方法は，同名称を中国で地理的表示と

して登録することだ．だが，現状の制度下で

は登録しても普通名称化判断はされうるため，

中国における普通名称化の基準を正確に認識

することも重要である．本稿では後者，すな

わち中国における地理的表示，特に商標制度

により保護される地理的表示の普通名称化の

基準について論じ，普通名称化しないために

はどのように商品を販売すればいいのかにつ

いての方向性を明らかにする． 
そのため第一に，中国の地理的表示保護制

度全体の概観を確認する．第二に，商標制度

における地理的表示と地名を含むが一般の商

標である地理的表示商標と地名商標を分ける．

第三に，地理的表示商標の普通名称化に関し

て，現行法制度と司法解釈，そして関連の最

高人民法院が正式に交付した 2 件の裁判例 5

（以下，「最高人民法院公表判例」とする）

から現在の普通名称化判断基準の傾向を明ら

かにするものとする．本稿では特に上記基準

の一つ「関連市場」の解釈について焦点を当

て論じる． 
 

Ⅱ．中国の地理的表示について 
 

中国「民法典」第 123 条において地理的表

示は知的財産の客体の一つとして明確に規定

されている．だが，「民法典」においてはそ

れ以上の記載がなく，地理的表示の具体的な

定義や要件，保護方法は他の法規に規定され

ている． 
地理的表示の保護を行う法規は多数に渡る．

主なものは「商標法」，「不正競争防止法」

の 2 法及び「地理的表示産品保護規定」，「農

産品地理的表示管理方法」という 2 件の部門

規定がある．不正競争防止法以外の法規は，

原則として，生産者団体の申請に基づき，地

理的表示を登録し保護を行うものである．つ

まり，地理的表示を保護する制度は主に 3 制

度ある．登録産品数は全制度合わせて一万品

を超えている．一方で，制度間の保護内容が

重複している部分も少なくなく，生産者は全

面的に自己の産品を保護するために複数登録

せざるを得ないという状況に置かれている． 
また，「地理的表示」の定義が制度ごとに異
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なり（林・孫[1]），制度間の協調規定がない．

そのため，同一名称に対し商標法と地理的表

示産品保護規定それぞれ異なる権利者が存在

し，互いに権利行使ができない等の問題が生

じている 6等制度が多いから保護が手厚いと

いうわけでもない．このように地理的表示保

護の似た制度が乱立した背景には，中国政府

の縦割り行政問題があったのではないかとい

う指摘もある（孫・徳田[2]）． 
三制度で最も使用されているのは商標法制

度による保護である．ここには，中国におい

て，法律は部門規定よりも効力を持っている

こと．また，地理的表示の保護を最も早く始

めたのも商標法であること，登録の要件の容

易さ等の理由がある．そこで本稿では商標法

制度における地理的表示に絞って論ずるもの

とする． 
 

Ⅲ．地理的表示商標と地名商標 
 

 ところで，中国の商標法では一定の条件下

で地名を含む商標が一般商標として登録可能

である．具体的には，「県級以上の行政区画

の地名又は公衆に知られている外国地名 7」

以外の商標は原則として登録可能だと定めら

れている．すなわち，中国の小さな町や村の

名称や日本の中国で著名ではない市町村名は

一般商標として登録可能である．その際，地

名と商品の関係性は必要とされない． 
中国「商標法」第 16 条では地理的表示を「あ

る商品がその地域に由来することを示し，当

該商品の特定の品質，信用又はそのほかの特

徴が，主に当該地域の自然的要素または人文

的要素によって形成されたものの表示をいう
8」と定義している．上記要件を満たす商標を

団体商標，証明商標として申請すれば，地名

商標では登録不可能な県級以上の国内地名等

も登録可能となる．このように登録された商

標は「地理的表示団体商標」「地理的表示証

明商標」と呼ばれる．このような保護は日本

法における商標法の地域団体商標制度に当た

る． 
中国の商標法における地理的表示は，上記

の「団体，証明商標」として登録せずとも 16
条の要件を満たせば地理的表示として保護さ

れると解される（馮[3]）．そのため，中国国

内における県級以下の名称を含む商標も，16
条の要件を満たした場合には地理的表示とし

て保護されることになる． 
本稿では商標登録を行い，かつ 16 条の要件

を満たした商標を「地理的表示商標」とする．

また，登録名称に地名が含まれているが，商

品と地名の関係がなく，地理的表示として保

護されない登録商標を「地名商標」とする． 
 
Ⅳ．商標と地理的表示の普通名称化基準 

 
 普通名称化とはある名称が幅広く使われた

結果，同ジャンルの他の製品との識別力がな

くなってしまうことである．中国商標法では，

普通名称の商標登録は認められない 9．又，

登録していた商標が普通名称化すると当該商

標権の権利行使が制限され 10，商標取り消し

請求の対象にもなってしまう 11．普通名称化

後のこうした取り扱いは，地名商標も地理的

表示商標も同様である． 
 一般商標と地理的表示商標を含む地理的表

示全般の普通名称化の基準は，その性質の違

いから別々に設定されていることが多い．例

えば日本では以下ように規定されている．商

標法では，ある名称が特定人の商品だと判別

できなくなったときに普通名称となる．他方，

地理的表示法では，ある名称が特定の地域の

産品であることが判別できない名称となった

ときに普通名称となる（荒木[4]）．世界知的

所有権機関（以下 WIPO とする）では，地理

的表示の普通名称化について「もしある地名

が一種の産品の普通名称とされ，産品の産地
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であることを示さなくなれば，その名称は地

理的表示の効果を失う 12」と説明されている．

EU では，そもそも登録地理的表示は普通名

称化しないとする凍結条項を規定している

(荒木[4])． 
 しかしながら，中国では一般商標における

普通名称化の基準を示す司法解釈はあるもの

の，地理的表示の普通名称化を示す独自の基

準が存在しない．たしかに，2020 年に発表さ

れた「地理的表示における普通名称の判定指

南」意見募集稿の第三条では地理的表示の普

通名称化について記載がある 13．しかし，あ

くまでパブリックコメントの段階にすぎない．

したがって，現状は地名商標及び地理的表示

商標は互いに後述する司法解釈に基づいた普

通名称化の判断がなされている． 
 

Ⅴ．司法解釈における規定 
 

中国法において法律に並びしばしば法源と

されるのは最高人民法院または最高人民検察

院が発表する法律の解釈である(高見澤・鈴

木・宇田川[6])．これを司法解釈とよぶ． 
普通名称化に関する現行の規定は 2 件ある．

最高人民法院が 2010 年に発表した「商標の権

利付与・権利確定に関わる行政案件の審理に

おける若干問題に関する最高人民法院の意

見」（以下「意見」とする）及び 2017 年に発

表され 2020 年に改正された「商標の権利付

与・権利確定に関わる行政案件の審理におけ

る若干問題に関する規定」（以下「規定」と

する）において規定されている．前者は法院

内の規定に留まる一方で，後者は法院を含み

広く社会全体に適用されるという違いがある． 
 

「意見」 
７，人民法院は係争商標が通用名称 14であ

るかを判断する際に，それが法定された，或

は習わしとして次第に定まって一般化された

商品名称に属するかを審査しなければならな

い．法規定或は国家基準，業考とすることが

できる． 
習わしとして次第に定まって一般化された

通用名称ついては，一般的に全国範囲での関

連公衆の通常認識を判断の基準とする．歴史

的伝統，民俗風土，地理環境などの原因によ

って形成された関連市場が比較的固定してい

る商品について， 該関連市場内で通用する称

呼は，通用名称と認定することができる． 
 
出願人は，その登録出願している商標が，

一部地域内において習わしとして次第に定ま

って一般化された商品名称であることを知っ

ている，或は知り得る場合， その登録出願し

た商標を通用名称と見なさなければならな

い． 
 
８，人民法院は係争商標が通用名称に属す

るか否かを審査判断する際に，一般的に商標

登録出願が提出された時の事実状態を基準と

する．もし出願時に通用名称に属さないが，

登録査定時に係争商標がすでに通用名称にな

っている場合，依然としてそれが当商品の通

用名称に属すると認定すべきである．一方，

申請時には当商品の通用名称に属していたに

もかかわらず，登録査定時にすでに通用名称

でなくなった場合，それが登録の妨げにはな

らない． 

 

「規定」15 
第十条：係争商標が法定の商品名称，或は

習わしとして次第に定まって一般化された商

品名称であるならば，人民法院は該名称を商

標法第十一条第一項第一号の示す通用名称で

あると認定しなければならない．法規定或い

は国家基準，業界基準によって商品の通用名

称に属するものは，商標の通用名称として認

定しなければならない．関連公衆が一般的に
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ある名称がある類の商品を意味できると認め

る場合，該名称が習わしとして次第に定まっ

て一般化された通用名称の認定の際の参考と

することができる．専門辞書，辞典に商品名

称として挙げられたものについて，習わしと

して次第に定まって一般化された通用名称の

認定の際の参考とすることができる． 
習わしとして次第に定まって一般化された

通用名称ついては，一般的に全国範囲での関

連公衆の通常認識を判断の基準とする．歴史

的伝統，民俗風土，地理環境などの原因によ

って形成された関連市場が比較的固定してい

る商品について， 該関連市場内で通用する称

呼は，通用名称と認定することができる． 
出願人は，その登録出願している商標が，

一部地域内において習わしとして次第に定ま

って一般化された商品名称であることを知っ

ている，或は知り得る場合， その登録出願し

た商標を通用名称と見なさなければならな

い． 
人民法院は係争商標が通用名称に属するか

否かを判断する際に，一般的に商標が申請さ

れた日の事実状態を基準とする．登録査定時

に事実状態に変化が生じていた場合，登録査

定状態を基準に通用名称に属するかどうかを

判断する． 

 
上記の内容をまとめると，以下の通りであ

る． 
中国の普通名称は二つに分けられる．法定

された普通名称（以下「法定普通名称」とす

る）と習わしとして次第に定まった普通名称

（以下「習わし普通名称」とする）である． 
法定普通名称は「法規定或は国家基準，業

界基準によって商品の通用名称に属する」名

称であり，ある明確な基準を超えた際，ある

いは規則で定められた際に普通名称化される

ものである．したがって，基準がどうあるべ

きかについての議論はあれども，基準を超え

た普通名称の認定に対して議論が生じること

は少ないと考えられる． 
一方で，習わし普通名称の認定には議論が

生じやすい．なぜなら，判断の基準となる項

目が多岐にわたっていることに加え，その項

目自体に曖昧な部分があるためである．実務

上は，専門辞書や辞典等の公開されている出

版物の記載，民意調査等に基づく消費者の認

知度，専門家の意見，同業界の経営者による

使用状況などを総合的に加味して普通名称化

が判断されているという（于[7]）．しかしな

がら，どの程度の消費者の認知度が必要なの

か，どのような出版物にどの程度の記載がな

されていればいいのか等の具体的基準は「意

見」及び「規定」からは読み取れない． 
地理的表示商標において最も重要な部分は，

習わし普通名称の判断における「関連市場」

の解釈である．「意見」及び「規定」では，

原則として全国の公衆の認知を普通名称の判

断基準としている．だが，「歴史的伝統，民

族風土，地理環境などにより形成された関連

市場が比較的固定している商品」については，

例外的に公衆の範囲が狭まり，商品の市場に

関連する公衆のみの認知度を基準と市判断さ

れることになる．つまり，商品の「関連市場」

が固定化していると判断されれば普通名称化

判断がなされやすくなるのである．この例外

規定は中国商標法では地名を含む商標が登録

可能なことを加味し，地域特産の産品名称が

一企業に独占されないように設けられたもの

である． 
地理的表示商標はその特性から生産プロセ

スにおいて特定の地域と結びついているため，

上記「関連市場」の定義次第では，一般商標

や地名商標と比較して，例外の範囲で普通名

称化判断がなされやすい．  
では，「関連市場」はどのように解釈すれ

ばよいのだろうか．地理的表示商標の特性に

対応した特別な解釈はなされるのだろうか．
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この問題は関連商品の生産者にとっては重要

である一方で，「意見」や「規定」からは読

み取ることはできない． 
そこで，以下 2 件の最高人民法院の公表裁

判例を紹介しながら，「関連市場」が人民法

院においてどのように解釈され，普通名称化

判断がされるのかについて探っていく． 
 

Ⅵ．地理的表示の普通名称判断における最高

人民法院公表判例 
 

1．沁州黄アワ事件 16 
 沁州は現在山西省沁県と呼ばれる地域の旧

地名であり，沁州黄アワは沁県特産のアワ商

品として有名である．当該商品は小粒で黄金

色なことから，現地では「金の真珠」と呼ば

れて重宝されている．お粥を焚いても鍋にく

っつかないことや，おかずがなくとも咀嚼す

るたびにおいしくなることなどから有名にな

り，清代の皇帝も好んで食べたという 17．加

えて，本名称は「地理的表示産品保護規定」

が施行された 2005 年に「沁州黄アワ」として，

同制度に登録されている． 
 
（1）事件の概要 
 1980 年代の初めころから，沁州黄公司（当

時は「山西省沁県沁州黄谷子開発サービス

部」）は「沁州黄アワ」の研究開発と製品化

を進めていた．その後，沁州黄公司は「沁州」

商標を取得している．登録時には，地域の行

政などから旧地名が使用できなくなること等

を理由に意義申し立てがなされたものの，商

標局は商標登録の際以下の二つの理由を挙げ

て登録を認めた．「①沁州が旧地名であり現

在の県級以上の名称ではない②「沁州黄」は

普通名称になっていない」（夏・劉[8]）． 
90 年代末に沁県檀山皇小米基地公司（以下

「檀山皇公司」とする）を代表する企業群が

「沁州黄」「沁州黄アワ」という表示を用い，

沁州黄公司の包装を模倣しアワの販売を始め

る．両者の「沁州黄」表示をめぐるいざこざ

は日ごとに大きくなり，ついに，沁州黄公司

は「檀山皇公司」を商標権侵害だとして訴え

る．この訴訟を担当した中級，高級人民法院

はともに「沁州黄」は普通名称ではなく，現

在の地名でもないため，普通名称には当たら

ないと判断した 18． 
その後，2008 年に檀山皇公司が沁州黄公司

を訴えたのが本件訴訟である．原告は「沁州

黄」は「沁州黄アワ」の普通名称となってお

り，自らの「沁州黄」文字の使用は登録商標

を侵害しないという主張を行っており，これ

が本件重大争点の一つである． 
 
（2）人民法院の判断 
 第一審では全国の市場を普通名称化の基準

として，「沁州黄」は普通名称ではないと判

断した． 
第二審では「沁州黄」は山西省沁県の歴史

的に受け継がれてきた伝統を持つ地域特産品

であることから，関連市場が比較的固定して

いる商品であると認定した．そして，山西省

東南部の公衆を基準に普通名称化の判断を行

い，現地の関連公衆には当該名称を商品名で

はなく，穀物の中のアワを表すものだと一般

的に受け入れられていたことから，「沁州黄」

は普通名称であると結論付けた． 
この判決に不服であった沁州黄公司は最高

人民法院に再審を求めたが，最高人民法院は

以下のように述べ，第二審を支持し再審を退

けた． 
たしかに「沁州黄」は，沁州地区における

伝統的名称であるとの記載は関連書籍にはな

い．しかし，「沁州黄」がアワの一品種名で

あることは事実であり，他の品種とは根本的

に異なることは確かであるため，普通名称化

の要件は満たしている． 
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「沁州黄」は沁州黄公司が初めて使用した

名称でもなく，創作した名称でもない．確か

に沁州黄公司は沁州黄アワの商品化や産業化

に貢献したが，それは「沁州黄」が普通名称

化しない理由とはならない．加えて，沁州黄

公司は沁州黄と一対一対応の関係を形成して

いることを証明する材料を提出していない． 
また，「沁州黄」は地理的表示産品として

保護されており，全ての個人や企業が平等に

使用するべきものであり，どんな企業も個人

も独占してはならない． 
 
（3）考察 
 沁州黄アワの歴史伝統的，地理的環境に基

づき，関連市場が比較的固定していることを

理由に，山西省陶南部の公衆基準で習わし普

通名称であると判断された例である．本件は

例外判断される場合に，一地域の公衆の間で

普通名称化している場合に習わし普通名称に

なるという具体的な解釈を示したという点

「意見」に忠実に基づいた判断である． 
しかし，本判断における「関連市場」の認

定には疑問が残る． 
本件では沁州黄アワが歴史的，地理環境的

に，山西省西南部で固定的に生産されている

ことから，当地域の公衆の認知基準をもって

習わし普通名称化が判断された． 
沁州黄アワは確かに地域に関連のある商品

である一方，沁州黄公司の製品開発努力によ

り，市場は日々拡大していた．消費者は山西

省以外にも多く存在していたのである．その

ため，もし，「関連市場」を販売市場として

いたならば，関連公衆はより広い範囲になり，

習わし普通名称化の判断はなされなかったで

あろう． 
地理的表示商標はその商品の特性が地域と

結びつきを持っていることから，販売市場が

どれだけ広がろうとも，生産地域も同様に広

がることは難しい．そのため，本件のような

「関連市場」の解釈がなされると，地理的表

示商標の多くは，生産地で有名になれば普通

名称化判断されることになりうる．本件判断

のようなものが続けば，産品が地域名称化し

ないように，生産者が不要な企業努力をしな

ければならなくなることも考えられる． 
 その他，本件の興味深い点は，本件判断で

は普通名称化した名称と地理的表示が共存す

ることを示している点だ．最高人民法院に所

属する 2 名の書いた裁判例の分析には「規定

を満たしたものは地理的表示の専門マークを

使用可能であり，偽物や質の劣った商品の出

現を防ぎ，地理的表示産品の生産者と消費者

の利益につながる（夏・劉[8]）」という記述

がある．つまり，ここでは地理的表示が日本

の JAS制度のような商品の品質を保証するも

のとして考えられていると解される．たしか

に，地理的表示は商標のように産品の品質を

示す機能もある．だが，地理的表示商標の地

名商標との一番の違いは産地と商品の結びつ

きを表す機能があることである．上記分析か

らはこの機能が忘れ去られていることが読み

取れる．もし，上記のように地理的表示の使

用を続けるならば，中長期的には，地理的表

示名称が地域との結びつきを少しずつ失って

いき，最終的にはただの普通名称になってし

まうのではないだろうか． 
従って，地理的表示と普通名称は短期的に

はともかく，長期的には共存すると考えにく

く，このような判断を示したことにも疑問が

残る． 
 

2．稲花香事件 19 
 稲花香は中国で有数の人気な米の品種であ

る．黒龍江省の最北部に位置する五常市が主

な産地である．現地の肥沃な土地や降水量の

多さなどの独特な自然条件が，でんぷん量の

多い米を作っている．このように，商品と特

質と地域の結びつきが認められ，2003 年には
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「五常大米」という名前で地理的表示として

も登録されている．また．2018 年に開かれた

中国国際米フェスティバルでは日本のコシヒ

カリと並び最優秀賞を獲得した中国きっての

ブランド米である． 
 
（1）事件の概要 
 福州米広は「稲花香」商標の独占使用権者

である．1999 年に当該商標の登録査定を受け

た．その後．2009 年，黒竜江省の農作物品種

委員会は「稲花香 2 号」を登録品種として登

録した．2014 年に福州米広は五常市金福泰農

業株式有限公司（以下「五常公司」とする）

の販売する「喬家大院稲花香米」を発見し，

五常公司を商標権侵害として訴えた．本件の

争点は地理的表示商標である「稲花香」が普

通名称に当たるかどうかという点である． 
 
（2）人民法院の判断 
 一審では，「稲花香」は普通名称に当たら

ず，五常公司は福州米広の登録商標を侵害し

たとした． 
二審では，「稲花香」をその関連市場が比

較的固定していると認定したうえで，「稲花

香」は五常市一帯の農家や関連企業，消費者

が「稲花香」を米の一品種としていることか

ら，習わし普通名称であるとした． 
福州米広はこれに対して不服であり最高人

民法院に再審を申請した． 
 最高人民法院は，第二審では当該産品の売

られている範囲が全国的であることが考慮さ

れておらず，五常市という特定の範囲を基準

に「稲花香」を普通名称であると認定してい

る点を誤りだとしたうえで，この商品が全国

的に販売されおり，全国の範囲における公衆

の認知を判断の基準にするべきであるとし，

「稲花香」は全国的な公衆を基準とすれば，

普通名称とはならないと述べ，二審の判決を

取り消し，一審の判決を維持した． 

 
（3）考察 
 商品の販売地域が広く全国的であることに

基づき，「関連市場」が固定されていないと

し，普通名称と認定されなかった裁判例であ

る．第二審では，「沁州黄アワ」事件と同様

に生産地をもって「関連市場」が固定されて

いると判断されたが，最高人民法院はその判

断を覆した．本件判断は，普通名称認定の際

に，商品の販売先の地域をもとに「関連市場」

の固定化を判断するという新たな解釈を示し

たという点で意義深い． 
 本判断は，地理的表示商標にとって最も妥

当なものになったと考えられる．なぜなら，

前述の通り，地理的表示商標はその特徴から

生産地の拡大が難しいため，関連市場を生産

市場とのみ解釈すれば有名になればなるほど

一般名称化しやすくなってしまうためである． 
なお，本案件は最高人民法院が毎年公開し

ている，2017 年の十大知的財産案件の一つに

選ばれている 20．従って，今後下級法院は本

基準を参考に，商品の販売地域に基づいて市

場の固定化を判断するようになると考えられ

る． 
このように，地理的表示商標に対する独立

の普通名称化基準がない中でも，地理的表示

商標の特徴を考慮した合理的な解釈がなされ

ていることは高く評価したい． 
 

Ⅶ．終わりに 
 

 中国における地理的表示商標の判断には未

だ一般商標から独立した明確な基準がない．

そのため，良く言えばケースバイケースで総

合的に，悪く言えばその場その場の基準で普

通名称の判断がなされてきた．しかしながら，

最高人民法院公表判例の積み重ねにより，少

しずつ判断の参考となる基準が明らかになっ

てきている． 
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上記最高人民法院公表判例より，今後「関

連市場」の固定化判断は，生産市場だけでな

く販売市場をも考慮したうえでなされると考

えられる．そして，もし生産市場および販売

市場が一か所に固定されていない場合は，全

国の公衆の認知度を基準に普通名称化判断が

なされることとなり，今までよりも普通名称

化判断がなされにくくなると考えられる． 
しかしながら，一般商標の基準で地理的表

示商標の普通名称化を判断することには限界

がある．日本や EU，WIPO などは既に地理的

表示の普通名称化に関する独自の判断基準を

規定している．中国においても，いち早く，

独自の基準を規定すべきである． 
上記の内容を踏まえて，中国で地理的表示

商標を登録して産品の販売を考える日本の生

産者団体は，独立基準が規定されるまでの間

は産品の普通名称化を避けるため，以下のよ

うな戦略を取っていくべきであろう． 
①一地域に限定して販売するのではなく，

最初から多数の地域での販売を行う．②商品

名や日本産であるといった表面的な情報だけ

でなく，商品と地域の関連性も含んで総合的

に PR していく． 
 また，近年中国は地理的表示の国内保護だ

けでなく対外保護にも十分に力を入れている．

2020 年には 8 年に及ぶ交渉期間を経て，中国

EU 地理的表示保護協定が締結され，2021 年

3 月に発効した．各陣営がそれぞれ 275 品目

の商品について高いレベルでの相互保護を行

っている．日中両国の地理的表示保護に対す

る力の入れようを見るに，今後，日中間でも

同様に相互保護協定がなされる可能性もあり

うるだろう．その際，保護品目に選ばれ中国

で保護されるためには日本で同制度に登録し

ておくことが必要となる．そのため，地域ブ

ランド産品を未だ日本の地理的表示制度に登

録していない場合は，今のうちに登録してお

くことが中国での保護に繋がるかもしれない． 

最後に，農業を重要な産業の一つとして位

置づける中国において地理的表示保護法制度

は引き続き重要視されており，改革は進んで

いくだろう．中国の地理的表示保護制度がど

のような方向に向かっていくのかについて，

今後も注視していきたい． 
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